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第 ９ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成27年２月20日(金曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時０分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算(第９号) 

 議案第８号 平成26年度熊本県林業改善資

金特別会計補正予算(第１号) 

 議案第９号 平成26年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算(第１号) 

 議案第15号 平成26年度熊本県就農支援資

金貸付特別会計補正予算(第１号) 

 議案第20号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算(第10号) 

 議案第23号 平成26年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町負担金(地方

財政法関係)について 

 議案第24号 工事請負契約の締結について 

 議案第25号 工事請負契約の締結について 

 議案第97号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 報告第３号 一般社団法人熊本県果実生産

出荷安定基金協会の経営状況を説明す

る書類の提出について 

 報告事項 

  ①地域住民生活等緊急支援のための交付

金【地域消費喚起・生活支援型】につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 九 谷 高 弘 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 浦 田 祐三子 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 濱 田 義 之 

経営局長 山 口 達 人 

生産局長 山 中 典 和 

農村振興局長 小 栁 倫太郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 平 岡 政 宏 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

農地・農業振興課長 本 田 充 郎 

農地・農業振興課政策監 川 口 卓 也 

担い手・企業参入支援課長 國 武 慎一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 園 田   誠 

農産課長 下 舞 睦 哉 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

農地整備課長 池 田 雄 一 

技術管理課長 原   俊 彦 

首席審議員兼森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 江 上 憲 二 

森林保全課長 塩 木 康 博 

水産振興課長 平 山   泉 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

農業研究センター所長 野 口 法 子 
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――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開会 

○渕上陽一委員長 ただいまから、第９回農

林水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申し出があり

ますので、これを認めることにいたします。 

 本委員会に付託されました議案等を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、梅本農林水産部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 

○梅本農林水産部長 議案の説明に先立ちま

して、去る２月10日に、当部水産研究センタ

ーの職員が現行犯逮捕されました。まことに

申しわけなく、心からお詫び申し上げます。

今後、職員一人一人に対していま一度法令遵

守を徹底させまして、信頼回復、信頼をいた

だきますように努めてまいります。 

 それでは、議案等の概要について説明をい

たします。 

 今回提案しておりますのは、予算関係の６

件、市町村負担金関係の１件、工事請負関係

２件及び報告案件の１件でございます。 

 まず、予算関係ですけれども、通常分の補

正予算については、国庫補助金等の内示額の

減や事業費の確定に伴う減などで、一般会

計、特別会計合わせて総額118億円余の減額

補正をお願いをしております。 

 また、国の緊急経済対策に即応した補正予

算、畜産クラスター事業や県営かんがい排水

事業などの公共事業の追加のほか、木材供給

の促進を図る中間土場の整備や低コスト再造

林の促進、アジア圏への農林水物の輸出促進

など、総額82億円余の増額補正をお願いして

おります。通常分の補正と合わせた一般会

計、特別会計の補正後の予算総額は629億円

余となります。 

 さらに、知事専決予算関係では、阿蘇山噴

火による降灰地域における土壌改良や灰の除

去に要する経費として2,900万円余の増額補

正を行いました。今後とも降灰の影響を注視

しながら、国や関係市町村と連携して適時適

切な対応に努めてまいります。 

 次に、市町村負担金関係は、県が実施する

農林水産関係の建設事業に要する経費につい

て受益市町村の負担率を定めるもの、また工

事請負関係では、排水機場の整備に係る工事

請負契約の締結２件でございます。 

 なお、報告案件は、県の出資法人に係る経

営状況の報告でございます。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましてはそれぞ

れ担当課長から説明をさせますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 また、その他の報告事項として、国の緊急

経済対策に伴う地域消費喚起型生活支援事業

の概要について報告させていただきます。 

 以上、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 本日は補正予算の説明資料を２冊用意して

おります。１冊目が、平成25年度２月補正予

算通常分及び条例等関係でございます。そし

て別冊で用意しておりますのが、平成26年度

２月補正予算関係別冊分、国の地方への好循

環拡大に向けた緊急経済対策及び専決処分関

係でございます。この順序で説明させていた
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だきます。 

 それでは、平成26年度２月補正予算通常分

及び条例等関係説明資料の１ページをお願い

いたします。 

 平成26年度２月補正予算総括表《通常分》

でございます。 

 合計額の一番下の欄でございます。農林水

産部全体で118億円余の減額補正で、補正後

の総額は546億円余となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課の補正予算でございます。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、一番上の段の農業総務費のうち、職

員給与費について5,380万円余の増額補正と

なっております。当初予算に計上しておりま

した給与費について、人事異動等に伴う増減

を補正して給与費を確定させるものでござい

ます。今回このような補正予算が以降出てま

いりますが、各課の分も含めまして説明を省

略させていただきます。 

 次の農政企画推進費でございます。 

 説明欄のフードバレーアグリビジネスセン

ター整備事業につきまして、事業費確定に伴

い620万円余を減額するものでございます。 

 下段の農業研究センター費の企画経営情報

費につきまして、説明欄の１、くまもと農業

を拓く研究開発事業につきまして、受託研究

費の減に伴い2,190万円余の減額、２の農業

研究センター研究高度化情報基盤整備事業に

つきましては、事業費確定に伴い510万円余

の減額となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 中段の水産研究センター費でございます。 

 説明欄の３、二枚貝（クマモト・オイスタ

ー）優良系統育種施設整備事業で280万円余

の減額、４の水産研究センター施設保全事業

で380万円余の減額でございますが、いずれ

も事業費確定に伴うものでございます。 

 一番下の欄でございますが、農林水産政策

課分の合計で1,300万円余の増額補正をお願

いいたしております。 

 続きまして、ページ飛びますけど57ページ

をお願いいたします。 

 平成26年度繰越明許費の追加設定でござい

ます。これにつきましては、後ほど経済対策

分とあわせて御説明させていただきます。 

 続きまして、別冊の経済対策分の資料をお

願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成26年度２月補正予算総括表《経済対策

分》でございます。 

 先ほど説明いたしました通常分の補正額

が、一番上の補正額(Ｂ)の欄でございます。

経済対策分の補正額が(Ｃ)の欄でございま

す。 

 一番下の欄でございます。農林水産部全体

で、経済対策分として82億円余の増額補正

で、補正後の総額は629億円余となっており

ます。 

 補正予算の詳細につきましては、各課から

説明いたします。 

 続きまして、ページ飛びますけど、21ペー

ジをお願いいたします。 

 平成26年度繰越明許費の追加設定について

御説明させていただきます。 

 繰越明許費につきましては、12月議会にお

きまして設定を御承認いただいたところです

が、関係機関との協議等により不測の日数を

要したことなどにより、繰越明許費の追加設

定をお願いするものでございます。 

 一番下の欄が合計でございます。農林水産

部の設定額は、12月議会での設定額が111億

円余となっております。通常分として２億円

余、経済対策分として74億円余の追加設定と

なり、農林水産部全体での設定額は188億円

余となっております。 

 次に、23ページをお願いいたします。 

 平成26年度２月専決処分総括表でございま

す。 

 補正額の一番下の欄でございます。阿蘇山
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噴火に伴う降灰地域における農産物の生産支

援に係る予算としまして、２月９日付で2,90

0万円余の専決処分をさせていただいており

ます。予算の詳細については各課から御説明

いたします。 

 次に、27ページをお願いいたします。 

 専決処分に係る平成26年度繰越明許費の追

加設定でございます。 

 一番下の欄でございます。農林水産部全体

で2,900万円余の追加設定としております。 

 農林水産政策課については以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 もとの２月補正予算通常分をお開きお願い

いたします。通常分の６ページでございま

す。 

 まず、農業金融対策費につきまして5,570

万円余の減額をお願いしております。 

 主なものは、すぐ下の欄の農業近代化資金

等助成費の2,530万余の減額と、次の７ペー

ジの中ほどの認定農業者等育成資金助成費の

1,870万余の減額でございます。いずれも貸

付実績が見込みを下回ったことによりますも

のでございます。 

 なお、認定農業者等育成資金助成費につき

ましては、来年度当初から貸し付け実行でき

ますよう、9,800万円の債務負担行為の設定

をあわせてお願いしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上から３段目の農協合併推進費につきまし

て730万円余の減額をお願いしております。

これは合併を支援するための補助金ですが、

合併時期がことしの４月１日から来年の４月

１日に変更されたことによるものでございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 水産業協同組合指導費につきまして、1,41

0万余の減額をお願いしています。 

 主なものは、２段目の説明欄１、赤潮特約

掛金の加入実績が減尐したことや、中ほどの

漁業近代化資金の貸付実績と、下段の説明欄

の漁業信用保証制度円滑化緊急対策事業につ

きまして、代位弁済額が当初見込みを下回っ

たことによるものでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 10ページ、一番下の段でございますけれど

も、以上によりまして、団体支援課といたし

まして、一般会計で7,830万余の減額をお願

いしています。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計でございます。 

 中ほどの林業・木材産業改善資金貸付金に

つきまして２億4,000万円の減額をお願いし

ておりますが、これは貸付実績が見込みを下

回ったため減額するもので、減額分につきま

しては、特別会計内で繰り越しまして来年度

の貸付原資といたします。 

 次の13ページをお願いいたします。 

 13ページでございますけれども、一番下の

段でございますが、以上によりまして、団体

支援課は、一般会計と特別会計を合わせまし

て３億1,830万余の減額をお願いしていま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田農地・農業振興課長 通常分の説明資

料の14ページをお願いいたします。 

 まず、農業総務費の中の農村地域農政総合

推進事業費でございますが、６億2,100万円

余の減額補正をお願いしております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 １の農地中間管理機構事業でございます

が、４億1,000万余の減額となっておりま

す。減額の主な理由としましては、農地の中

間保有時の管理費や賃料が節減できましたこ

とや市町村やＪＡの業務委託費が見込みを下

回ったこと等によるものでございます。 
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 ２の農地集積加速化事業でございますが、

１億8,000万余の減額となっております。減

額の主な理由としましては、機構集積協力金

や人・農地プランの事業費が見込みを下回っ

たことによるものでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 15ページは、事業費確定による減や国庫支

出金の返納等による補正がございます。 

 最下段をごらんください。課全体としまし

ては６億600万円余の減額補正となっており

ます。 

 続きまして、別冊資料の２ページをお願い

いたします。 

 農業総務費の農用地利用集積等推進基金積

立金でございますが、７億3,000万円余の増

額補正お願いしております。説明欄のとお

り、昨年設置しました農用地利用集積等推進

基金への積立金でございます。全国では200

億円が補正予算ついてございまして、本県が

７億3,000万余となっております。 

 このことによりまして、別冊補正後の課全

体の予算は25億4,300万余となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 資料は２月補正予算通常分の16ページをお

願いいたします。 

 ２月補正予算のうち主なものといたしまし

て、事業費の増額をお願いしているものにつ

いて御説明いたします。 

 まず、下段の農業改良普及費におきまし

て、一番下の行、国庫支出金返納金の850万

円は、説明欄の青年就農給付金につきまし

て、返還の要件に該当する受給者からの申し

出を受けて、県を通して国に返納するもので

ございます。 

 資料を１枚おめくりいただき、下の19ペー

ジをお願いいたします。 

 就農支援資金貸付特別会計でございます。

就農支援資金につきましては、昨年度の法律

改正により、貸付主体が県から日本政策金融

公庫に変更されています。本年度は経過措置

といたしまして、昨年９月までに貸し付けを

決定した新規就農者に対し県は貸し付けを行

いましたが、その経過措置の期間も終了しま

したことから、今議会において特別会計を廃

止する条例をお願いしております。 

 その特別会計におきましては、上段の就農

支援資金貸付金で、事業費の確定に伴う減額

を行いますとともに、下段の一般会計操出金

で、残余につきまして操出金を8,200万円余

増額するものでございます。 

 一番下の行でございますが、当課の２月補

正予算の通常分といたしまして、一般会計、

特別会計を合わせて15億500万円余の減額と

なっております。 

 続きまして、２月補正予算関係別冊の３ペ

ージをお願いいたします。 

 上段の農業総務費におきまして2,900万円

余の増額補正をお願いしております。 

 その内訳としまして、説明欄の１の新規事

業、中山間地域担い手確保支援事業は、生産

条件が厳しい中山間地などでの担い手といた

しまして、ＪＡなどが農業経営を行うに際

し、農地を耕作する人材を新たに常時雇用す

る人件費に対して助成を行うもので、国の新

たな交付金を活用するものであります。 

 また、２の地域営農組織法人化推進事業

は、法人化に当たって必要となる経費等に助

成を行うことにより、法人化を加速化させる

ものでございます。 

 下段の農業改良普及費におきまして７億90

0万円余の増額補正をお願いしております。

これは説明欄の青年就農給付金につきまし

て、来年度も継続して経営開始型を受給され

る方への来年度分の給付の一部を、本年度内

に前倒しで給付するものでございます。 

 １ページおめくりいただいて、４ページを

お願いいたします。 
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 農業構造改善事業費におきまして６億円の

増額補正をお願いしております。 

 説明欄の経営体育成支援事業につきまして

は、国に対して繰り返し、予算の拡充を要望

してきましたが、国の緊急経済対策に対応い

たしまして、この１月に改めて市町村を通

じ、農業者の事業要望を調査した結果で国に

要望し、国からは補正予算成立後に要求額ど

おりの５億1,000万余の予算配分を受けたと

ころでございます。 

 以上、一番下の行でございますけれども、

当課の２月補正予算の緊急経済対策分としま

して、13億3,900万余の増額となっておりま

す。 

 担い手・企業参入支援課の説明は以上でご

ざいます。よろしく御審議いただきますよう

お願いいたします。 

 

○西山流通企画課長 流通企画課でございま

す。 

 通常分説明資料の20ページをお願いいたし

ます。 

 ３段目の農産物流通総合対策費についてで

ございますが、３億2,400万円余の減額補正

をお願いしております。説明欄にありますと

おり、くまもとの６次産業化総合対策事業の

うち、加工施設の整備などを行う国の交付金

事業の事業費確定に伴う減でございます。 

 また、４段目では、債務負担行為の追加を

お願いしております。アジアマーケット開発

支援拠点設置事業27年度分の860万円余でご

ざいます。これは一般財団法人自治体国際化

協会、通称クレアのシンガポール事務所に、

熊本県アジア事務所を設置するための費用で

すが、年度内にクレアと事業所設置について

の協定を締結する必要があるため、今回債務

負担行為の追加をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、26年度経済対策分について、

別冊説明資料の５ページをお願いいたしま

す。 

 ２段目の農政企画推進費のうち、まず１の

県産業務用食材供給促進事業について、新規

事業として1,000万円の予算計上をしており

ます。この事業は、地産地消推進のため、県

内卸売市場を通して、食品産業等に県内産の

業務用食材を供給する仕組みを推進するもの

でございます。 

 次に、３段目の農産物流通総合対策費のう

ち、くまもとの６次産業化総合対策事業につ

きましては、１億6,400万円余の増額補正を

お願いしております。この事業は、くまもと

「食」・「農」アドバイザー小泉武夫氏による

農林水産物の加工推進や６次化の施設整備の

取り組みなどを支援いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 流通企画推進費のうち、１の地域資源を活

用した新産業パイオニア事業についてでござ

いますが、新規事業として2,000万円の予算

計上をしております。この事業は、地域の技

術や人材によりまして、地域の生産物や既存

の施設設備などの地域資源を活用し、地域の

新たな加工産業をつくり出すものでございま

す。 

 次に、２の農産物モーダル調査事業につき

まして、新規事業として200万円余の予算計

上をしております。この事業は、燃油や人件

費等輸送コストが高騰する中で、大消費地へ

の農産物の有効な輸送手段を調査検討するた

めの経費でございます。 

 最後に、７ページをお願いいたします。 

 ２の小ロット県産食材販路開拓支援事業に

つきましては、組み替え新規でございます

が、1,200万円余の予算計上をお願いしてお

ります。この事業は、地域で生産される多彩

で魅力的な農産物等の生産と販路を拡大する

ため、小ロットの流通における地域産品の紹

介や産地見学会の開催などを行う経費でござ

います。 

 以上、流通企画課の経済対策分につきまし
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ては、総額２億5,600万円余の増額補正とな

っております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 通常分の資料の21ページをお願いいたしま

す。 

 主な補正について説明いたします。 

 まず、上から３段目、山村振興対策事業費

の2,000万円余の減額については、中山間地

域等直接支払事業の新規取り組み希望の一部

が、27年度にずれ込んだことによる減などで

ございます。 

 中段の農作物対策推進事業費の１億9,300

万円余の減額は、鳥獣被害対策に必要な侵入

防止柵の設置に対する国庫内示減などによる

ものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 ２段目の県営中山間地域総合整備事業費の

６億3,900万円余の減額は国庫内示減、下か

ら２段目の農地・水・環境保全向上対策事業

費の１億円余の減額は、本年度からスタート

しました多面的機能支払事業について、本年

度実施予定の一部が来年度にずれ込んだこと

などにより減額するものでございます。 

 これらの結果、むらづくり課全体の補正額

は９億7,900万円余の減額となっておりま

す。 

 次に、経済対策分を説明いたします。 

 別冊分の資料、８ページをお願いいたしま

す。 

 農作物対策推進事業費で637万6,000円の増

額をお願いしております。これは鳥獣被害防

止の一環として、捕獲した鹿やイノシシの肉

を資源として活用するために、解体処理施設

の整備に対する助成です。設置場所は八代市

坂本町、事業主体は猟友会を中心とする地元

グループを予定しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどを

よろしくお願いいたします。 

 

○園田農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 ２月補正予算通常分のほうの資料の23ペー

ジをお願いいたします。 

 23ページ上から３段目の農業改良普及費の

うち、農業改良普及推進費につきまして、25

万円余の減額補正をお願いしております。こ

れは新技術導入広域推進事業の国庫内示減に

よるものでございます。 

 次に、資料の24ページをお願いいたしま

す。 

 植物防疫費のうち病害虫発生予察事業につ

きまして82万円余の減額補正をお願いしてお

ります。これは国庫内示減によるものでござ

います。 

 それから、３段目の農薬安全対策費につき

まして176万円余の減額補正をお願いしてお

ります。これは説明欄にありますように、農

薬適正使用総合推進事業において、国の事業

内容の変更に伴い受託事業が減ったことによ

るものでございます。 

 ２月補正の通常分につきましては、下の課

の計に書いてございますように、職員給与費

の増額分と合わせまして、計3,756万余の増

額補正をお願いしております。 

 続きまして、専決処分に関する説明をさせ

ていただきます。 

 ２月補正予算関係別冊分の資料、24ページ

をお願いいたします。 

 24ページの上から１段目の農作物対策費の

うち、農業気象対策事業費につきまして990

万円余の専決処分をしております。これは説

明欄にございますように、阿蘇火山活動降灰

地域緊急土壌矯正事業といたしまして、農地

への降灰による土壌の酸性化を矯正する資材

の購入に対する助成を行う経費でございま

す。 

 農業技術課は以上でございます。 
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○下舞農産課長 農産課でございます。 

 通常分説明資料25ページをお願いいたしま

す。 

 農作物対策費について御説明いたします。 

 まず、上段の農作物対策推進事業費及び次

の段の米麦等品質改善対策事業費の説明欄

の、くまもと米トップグレード総合推進事業

と県産麦パートナー推進事業につきまして

は、いずれも事業費確定に伴います減額でご

ざいます。また、くまもと大豆連携支援事業

につきましては、国直接採択事業への振りか

えに伴う減額でございます。 

 一番下の段のい業振興対策費は、国事業の

期間変更に伴う減額でございます。 

 めくっていただきまして、26ページをお願

いいたします。 

 上段の国庫支出金返納金でございますが、

71万余の増額でございます。これは事業実施

主体の消費税の確定によります補助対象事業

費の確定に伴い、返納金処理を行うものでご

ざいます。 

 次の段の生産総合事業費につきましては、

平成25年度補正予算への振りかえ及び国庫内

示減等に伴うものでございます。 

 次の段の水田営農活性化対策費につきまし

ては、事業費確定に伴います減額でございま

す。 

 ２月補正通常分の農産課計では、15億6,01

5万余の減額となっております。 

 続きまして、別冊の補正の資料をお願いい

たします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 今回の国の経済対策予算を活用して、平成

27年度に予定しておりました次の３事業を前

倒しして実施するものでございます。 

 農作物対策費についてでございますが、ま

ず上段の米麦等品質改善対策費で、米の産地

育成や国内外での県産米の認知度向上、輸出

促進に向けた取り組みに要する助成でござい

ます。 

 次の段の、い業振興対策費でございます

が、これは新しく、県内で３世代が暮らす木

造住宅の新築等を行うものに対して県産畳表

を提供するもので、林業振興課の事業と連動

して行うものでございます。 

 一番下の段の生産総合事業費でございます

が、共同利用施設等の整備に対する助成でご

ざいます。 

 以上、経済対策分として、農産課計で１億

9,796万余の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 続きまして、専決処分の御説明をいたしま

す。25ページをお願いいたします。 

 農作物対策費の畑作振興対策費でございま

すが、阿蘇火山活動降灰地域における茶の除

灰機械等の導入整備に対し、908万円余の増

額補正をお願いしております。 

 農産課は以上でございます。よろしく御審

議のほどをお願いいたします。 

 

○古場園芸課長 園芸課でございます。 

 説明資料の２月補正予算通常分27ページを

お願いいたします。 

 中段、説明欄にございます野菜価格安定対

策事業でございます。事業費が確定いたしま

したので、県の資金造成分の減額と債務負担

行為の追加をお願いするものでございます。

補正額で385万円余の減額。 

 それからその下段、債務負担行為につい

て、指定野菜で３億2,000万円余、次のペー

ジ、28ページの契約指定野菜で197万円余の

追加をお願いするものでございます。 

 続きまして、報告第３号、一般社団法人熊

本県果実生産出荷安定基金協会の経営状況に

ついて説明を申し上げます。 

 別添資料、一般社団法人熊本県果実生産出

荷安定基金協会の経営状況を説明する書類を

お開き願いたいと思います。 

 １枚めくりまして右ページでございます
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が、25年度決算概要をごらんください。 

 まず、基本情報でございます。果実の安定

的な生産出荷、果樹農業者の経営支援、果実

の需要拡大等を図るための事業を実施するこ

とを目的に、昭和47年に設立された組織でご

ざいます。 

 ５にございますとおり、寄託金３億4,890

万円のうち、県の寄託金が１億円でございま

す。 

 下のほう、Ⅱの25年度の決算の概要でござ

いますが、一般正味財産増減の部、当期経常

増減額(Ａ)の合計444万円余の減で、一般正

味財産期末残高(Ｊ)の合計が9,868万円余、

指定正味財産増減の部、指定正味財産期末残

高(Ｍ)の合計が6,192万円余で、正味財産期

末残高合計は１億6,061万円余となっており

ます。 

 めくりまして、事業実績でございます。 

 (1)のほうでございます。緊急需給調整特

別対策事業でございます。この事業は、温州

ミカンの一時的な出荷の集中によりまして、

全国的に価格の低下が顕著な場合等に、生食

用の果実を加工用原料に仕向ける仕組みに支

援を行う事業でございます。25年度は、本県

の計画数量4,970トンに基づき8,449万円を造

成いたしましたが、25年度は発動基準を満た

さなかったことから、補給金交付はございま

せん。 

 次に、２の一般補助事業でございます。 

 (1)果樹経営支援対策事業でございます。

優良品種への転換等の支援をするものでござ

いまして、25年度は実施農家に対して補助金

で２億8,000万円余が交付されております。 

 (2)果樹未収益期間支援事業でございま

す。これは(1)の事業で、優良品種への改植

等を実施した場合、未収益の期間に対して支

援する事業でございます。25年度は補助金で

２億3,000万円余が交付されております。 

 (3)果実加工需給対応産地育成事業でござ

います。長期契約数量に基づき、加工原料用

へ拠出する産地を支援する事業でございま

す。25年度は2,500万円が交付されておりま

す。 

 続きまして、説明資料２月補正予算別冊分

の10ページをお願いいたします。 

 緊急経済対策でございます。 

 シニア能力活用型園芸産品づくり支援事業

でございます。この事業は、シニア世代を対

象に、園芸作物の新規導入に要する経費に対

し助成を行うものであります。765万円の補

正をお願いするものでございます。 

 飛びまして、26ページ、専決処分でござい

ます。 

 阿蘇火山活動降灰地域園芸対策緊急支援事

業でございます。この事業は、露地野菜やハ

ウスの除灰機器の導入に対する助成を行うも

のでございます。1,026万円をお願いしてお

ります。 

 園芸課は以上でございます。御審議よろし

くお願いいたします。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 通常分の資料の29ページをお願いいたしま

す。 

 まず、最下段の畜産経営安定対策事業費

は、5,000万円余りの減額をお願いしており

ます。 

 説明欄の１、家畜畜産物価格安定対策事業

は、肉用子牛、肉豚、鶏卵の価格変動による

農家の損失を補塡する事業でございます。事

業費の確定によります1,700万余の減額をお

願いするものでございます。 

 続きまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄の３、畜産総合対策事業は、自給飼

料増産のための施設整備等を実施する団体に

対し、国庫補助を活用し助成を行うものでご

ざいます。要望額の減尐に伴いまして3,000

万余の減額をお願いするものでございます。 

 また、畜産経営技術高度化推進事業は、畜



第９回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成27年２月20日) 

 - 10 - 

産農家の経営技術の総合支援を行うもので、

年度当初から委託する必要があることから、

債務負担行為の追加をお願いするものでござ

います。 

 続きまして、31ページをお願いいたしま

す。 

 上段の家畜保健衛生所整備費は、中央家畜

保健衛生所の現地建てかえを実施するもので

ございます。補正額8,500万円余りの減額

は、工事や備品購入入札残によるもので、減

額をお願いするものです。 

 また、国庫支出金の1,200万円余りの増額

は、備品購入のうち一部が国庫補助事業に採

択されたことによるもので、地方債より一般

財源から財源更正をお願いするものでござい

ます。 

 次に、家畜衛生・防疫対策事業費でござい

ます。中央家畜保健衛生所移転業務は、こと

し５月上旬に新庁舎への移転を計画しており

ますが、入札及びその後の準備に要する期間

を考慮しますと、年度内に契約を締結する必

要があることから、債務負担行為の追加をお

願いするものでございます。 

 一番下の行の合計欄でございますが、通常

分については、畜産課合計で１億3,500万余

の減額をお願いするものでございます。 

 次に、経済対策分につきまして、別冊の資

料をお願いいたします。 

 11ページをお願いいたします。 

 国の経済対策分でございます。 

 上段の説明欄の畜産クラスター事業は、地

域全体の畜産の収益力を向上させるための中

心的な役割を担う経営体の施設整備等に要す

る助成を行うものでございます。 

 中段の天草大王輸出・ハラール推進事業

は、天草大王の生産体制の強化に要する経費

及び海外販路拡大等に要する助成を行うもの

でございます。 

 下段の「くまもとの牛」海外進出加速化対

策事業は、アジア圏等への牛肉輸出拡大に向

けた生産の推進に要する経費、及び海外販路

拡大に要する経費の助成を行うものでござい

ます。 

 いずれも新規事業で、合計で12億5,600万

余の増額をお願いするものでございます。 

 畜産課は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

 

○荻野農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 通常分の説明資料の32ページをお願いいた

します。 

 32ページ中段の国営土地改良事業直轄負担

金ですが、国営地区の平成25年度事業費が確

定したことなどに伴う財源更正と債務負担行

為の追加でございます。 

 債務負担行為の追加は、大野川上流地区に

係る平成25年度の事業費が確定したことに伴

います国営土地改良事業負担金でございま

す。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 一番上の国営事業継続地区推進調査費、及

び３番目の農業農村整備調査計画費につきま

しては、事業費の確定に伴います減額補正で

ございます。 

 その下の県営土地改良調査計画費は、国庫

内示減に伴う減額補正でございます。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 一番上の水利権更新調査費ですが、水利権

更新申請に伴う河川管理者との協議において

単純更新が認められ、調査費が不要となった

ことに伴う減額補正でございます。 

 一番下の海岸保全直轄事業負担金ですが、

玉名横島地区における直轄海岸保全施設整備

事業の平成25年度事業費が確定したことに伴

う減額補正でございます。 

 以上、農村計画課といたしましては、１億

1,200万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし
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ます。 

 

○池田農地整備課長 農地整備課です。 

 同じ冊子の36ページをお願いいたします。 

 土地改良費の19億3,400万余の減額補正を

計上しております。減額の主な理由は、国庫

内示減によるものです。 

 37ページをお願いします。 

 下から３段目の農地防災事業費ですが、10

億8,200万円余の減額補正を計上しておりま

す。先ほどと同じく国庫内示減によるもので

す。 

 38ページをお願いします。 

 下から３段目の農地災害復旧費ですが、５

億1,200万余の減額補正をお願いしておりま

す。そのうち一番下の段の現年団体営耕地災

害復旧事業費の３億5,400万余の減額は、本

年度の災害査定結果に基づき事業費が確定し

たことに伴い減額となったものです。 

 以上、39ページの一番下の段にありますよ

うに、農地整備課としましては、合計で35億

3,700万余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 続きまして、同じ冊子の58ページをお願い

いたします。 

 市町村負担金関係でございます。表の中の

事業名の欄の１から４に記載しております事

業で、事業費の一部を関係市町村に負担して

いただくために、地方財政法の規定に基づき

議会の議決をお願いするものです。 

 続きまして、59ページをお願いします。 

 工事請負契約の締結についてでございま

す。 

 工事名は、郡築地区基幹水利施設ストック

マネジメント事業第１号工事。 

 工事内容は、排水機場工。 

 工事場所は、八代市郡築九番町地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成29年

３月17日まで。 

 契約金額は、５億6,700万円。 

 契約の相手方は、株式会社日立製作所。 

 契約方法は、一般競争入札でございます。 

 ５億円を超える工事請負契約の締結につい

ては、県条例の規定に基づき議会の議決をお

願いするものです。 

 60ページをお願いいたします。 

 同じく、工事請負契約の締結についてでご

ざいます。 

 工事名は、第二郡築地区排水対策特別事業

第１号工事。 

 工事内容は、排水機場下部工。 

 工事場所は、八代市郡築六番町ほか地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

２月28日まで。 

 契約金額は、８億4,240万円。 

 契約の相手方は、福岡・太陽建設工事共同

企業体。 

 契約方法は、一般競争入札でございます。 

 続きまして、別冊の緊急経済対策分の説明

資料の12ページをお願いいたします。 

 土地改良費ですが、12億3,500万円余の増

額補正を計上しております。 

 次に、13ページをお願いします。 

 ２段目の農地防災事業費ですが、５億4,50

0万余の増額補正を計上しております。 

 以上、農地整備課としましては、13ページ

の一番下の段にありますように、17億8,000

万余の増額補正をお願いしております。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○原技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 通常分説明資料の40ページをお願いいたし

ます。 

 中段の農業土木行政情報システム費でござ

いますけども、農地情報共有化促進事業の割

り当て内示の減によります6,700万円余の減

額補正でございます。 

 債務負担行為の追加は、工事の一般競争入

札総合評価方式の事前登録審査業務でござい
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ます。本業務は、総合評価方式による入札事

務の効率化を図るため、申請があった企業の

実績を審査しデータベース化するものです。

６月１日から運用するため、３月中に委託契

約する必要があることから、債務負担行為の

追加を行うものでございます。 

 技術管理課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 通常分の説明資料の41ページをお願いいた

します。 

 林業総務費で2,400万円余の増額補正を提

案させていただいております。 

 上から４段目、森林計画樹立費につきまし

ては、8,500万円余の減額補正をお願いして

おります。主な理由としましては、事業費確

定によりまして、説明欄１の森林整備地域活

動支援交付金事業で8,400万余の減額補正を

お願いしております。 

 42ページをお願いいたします。 

 上から３段目の森林整備促進及び林業等再

生基金積立金でございますが、6,900万円余

の増額補正をお願いしております。これは前

年度繰越事業の不用残額等の基金への積み戻

し及び運用利息確定に伴うものでございま

す。 

 43ページをお願いいたします。 

 造林費でございますけれども、２億4,000

万円余の減額補正を提案させていただいてお

ります。主な理由としましては、説明欄１の

森林環境保全整備事業で、国庫補助内示減に

よりまして２億3,500万余の減額補正をお願

いしております。 

 以上、森林整備課通常分として２億3,500

万余の減額補正をお願いしております。 

 続きまして、別冊の経済対策について御説

明させていただきます。 

 別冊の説明資料の14ページをお願いいたし

ます。 

 上段の林業振興指導費の流域総合間伐対策

事業費で４億5,300万余の増額補正をお願い

しております。説明欄のとおり、国の経済対

策として森林整備を推進するため、主として

７齢級以下の間伐を進めるための助成を行う

事業でございます。 

 次に、下段の造林費の造林事業費で2,100

万円余の増額補正をお願いしております。こ

れは地方創生先行型交付金に対応したもので

ございまして、１年中いつでも植えられるコ

ンテナ苗の特徴を利用しまして、伐採直後に

苗木を植えるいわゆる主伐・植栽一貫作業に

よる低コストでの造林を推進するための経費

でございます。 

 以上、経済対策分として４億7,400万余の

増額補正をお願いするものでございます。 

 森林整備課は以上です。御審議のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

 

○江上林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 通常分資料の44ページをお願いします。 

 中段の林業振興指導費で１億2,774万円の

減額補正をお願いしております。 

 林業構造改善事業費では、説明欄の林建連

携林業機械導入支援事業で1,111万円余の減

額をお願いしておりますが、これは事業費確

定に伴う減額であります。 

 下段の林業労働力対策事業費で2,769万円

余の減額をお願いしております。これは説明

欄１、豊かな森林づくり人材育成事業におけ

る国庫内示減や、２の緑の雇用担い手対策支

援事業ほか２事業における事業費確定に伴う

減額であります。 

 45ページをお願いします。 

 下段の林業・木材産業振興施設等整備事業

費では、説明欄の１、林業・木材産業振興施

設等整備事業の国庫内示減などに伴い、8,89

3万円余の減額をお願いしております。 
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 46ページをお願いします。 

 林道費で６億2,115万円余の減額をお願い

しております。 

 林道事業費では５億6,042万円余の減額を

お願いしておりますが、これは説明欄１の県

営林道事業などの国庫内示減であります。 

 下段の林道改良事業費820万円、次の47ペ

ージの農免林道事業費5,253万円余の減額

は、25年度経済対策で前倒しに伴う国庫内示

減に伴うものであります。 

 下段の林道災害復旧費では2,608万円余の

減額をお願いしております。過年、現年林道

災害復旧の事業費確定に伴う減額や国庫内示

減によるものです。 

 林業振興課全体としましては、７億7,797

万円余の減額をお願いしております。 

 続きまして、別冊の15ページをお願いしま

す。 

 経済対策分ですが、林業振興指導費で、別

冊補正額(Ｃ)欄の11億5,807万円余の増額を

お願いしております。 

 木材産業振興対策費では、説明欄の未利用

材の収集拠点施設を整備する木の駅プロジェ

クト推進事業として、933万円余の増額をお

願いしております。 

 県産木材需要拡大対策費では、説明欄の１

で、新たな木造工法の普及に助成する県産木

材新規用途導入促進支援事業として1,000万

円を、２で、３世代が暮らす木造住宅の新築

等に助成する、くまもと３世代住宅支援事業

として622万円の増額をお願いしておりま

す。 

 16ページをお願いします。 

 上段、説明欄の３として、内装木質化のリ

フォームをする商業施設に対する助成事業と

して、ウッドリノベーション支援事業226万

円余の増額をお願いしております。 

 ４としまして、県産木材の海外での販路拡

大をするための、県産木材アジアマーケット

開拓事業912万円の増額をお願いしておりま

す。 

 中段の木材需給安定対策費では、新たな木

材流通システムを構築するため、木材供給を

促進する中間土場の整備など、くまもと木材

新流通システム構築事業3,256万円余の増額

をお願いしております。 

 下段の林産物振興指導費では、原木シイタ

ケ生産のための特用林産物競争力強化事業と

して、１億7,500万円の増額をお願いしてお

ります。 

 17ページをお願いします。 

 上段の林業・木材産業振興施設等整備事業

費では、高性能林業機械、木材加工流通施設

などを整備する緑の産業再生プロジェクト促

進事業として、９億1,357万円余の増額をお

願いしております。 

 下段の林道費で４億3,305万円の増額をお

願いしております。 

 林道事業費では、説明欄の県営林道事業と

して368万円、林業専用道整備事業費では、2

1路線の３億9,625万円の増額をお願いしてお

ります。 

 林業振興課全体では、最下段の別冊補正額

合計で15億9,112万円余の増額をお願いして

おります。 

 林業振興課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○塩木森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 通常分の説明資料48ページをお願いしま

す。 

 中段、水とみどりの森づくり事業費で、ボ

ランティアを育成するための運営費として、

938万円余の債務負担行為の追加をお願いし

ております。 

 次に、下段、治山費で13億2,400万円余の

減額補正をお願いしております。内訳は、治

山事業は国庫内示減によるものでございま

す。 
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 緊急治山事業は待ち受け予算でございます

が、実施額の確定によるものです。 

 単県治山事業の財源更正は、一般財源を元

気交付金に振りかえるものでございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 下段の治山施設災害復旧費で１億１,979万

円余の減額補正をお願いしております。内訳

は、過年治山災害復旧費は、実施事業費の確

定によるものでございます。 

 現年治山災害復旧費は待ち受け予算であり

まして、ことしは施設の災害がなかったこと

によるものでございます。 

 以上、最下段、森林保全課は14億3,500万

円余の減額補正となります。 

 次に、別冊分、緊急経済対策の説明資料18

ページをお願いいたします。 

 別冊補正額(Ｃ)欄でございますが、上段、

治山事業費で１億4,680万円、下段、治山施

設災害復旧費で6,636万円余、合計２億1,316

万円余の経済対策の補正をお願いするもので

す。災害箇所の復旧、予防等７カ所の実施を

予定しております。 

 森林保全課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○平山水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、通常分の資料50ページをお願いいた

します。 

 中段の水産業振興費について御説明いたし

ます。 

 浅海増養殖振興事業費で1,400万円余の減

額補正をお願いしております。これは説明欄

にありますとおり、二枚貝（クマモト・オイ

スター）種苗生産施設整備事業の事業費確定

に伴う減額でございます。 

 また、２本の債務負担行為の追加をお願い

してございます。まず、生食用カキ検査業務

でございます。もう一本がクマモト・オイス

ター種苗生産業務でございます。いずれも年

度当初から業務に着手する必要があるため

に、債務負担行為の追加をお願いするもので

ございます。 

 下段の水産物流通対策事業費で440万円の

減額補正をお願いしております。これは活力

あるくまもと水産業づくり事業で、事業費の

確定に伴う減額でございます。 

 51ページをお願いいたします。 

 中段の水産資源保護育成事業費で360万余

の減額補正をお願いしております。これは、

さかながとれる豊かな海づくり事業の事業費

確定に伴う減額でございます。 

 次に、下段の栽培漁業事業化促進事業費で

870万余の減額をお願いしております。これ

は有明海再生調査・技術開発事業の国庫内示

減に伴う減額でございます。 

 また、水産動物種苗生産等水産振興業務に

つきまして、１億5,000万円余の債務負担行

為の追加をお願いしております。これは里海

づくり協会に委託して実施しております10魚

種の種苗生産業務を当初から実施するための

ものでございます。本年度中に契約を行うた

めにお願いしたものでございます。 

 52ページをお願いいたします。 

 上段の栽培事業運営費で490万円余の減額

補正をお願いしております。これは大矢野種

苗生産施設（クルマエビ）整備事業の事業費

確定に伴う減額でございます。 

 水産振興課通常分といたしまして、合計5,

500万余の減額補正をお願いしております。 

 次に、国の緊急経済対策分の補正予算につ

いて御説明いたします。 

 別冊資料の19ページをお願いいたします。 

 水産物流通対策事業費といたしまして900

万余の増額補正をお願いしております。これ

は説明欄にございますとおり、くまもとの魚

アジア市場ターゲット事業として、アジア圏

への輸出促進や国内市場への販路開拓等を行

う取り組みに対する経費をお願いしたもので

ございます。 
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 水産振興課全体といたしまして、通常分の

5,500万円余の減額補正と、緊急経済対策分

の900万円余の増額補正を合わせまして、4,6

00万円余の減額補正をお願いしております。 

 水産振興課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 通常分の資料の53ページをお願いいたしま

す。 

 まず、中段の漁港建設管理費で２億9,820

万円余の減額補正をお願いしておりますが、

これは主に国庫内示減に伴う減でございま

す。 

 主な内容について御説明いたします。 

 54ページをお願いします。 

 上段の漁村再生整備事業費では、漁村の再

生支援を目的に、漁港施設等の整備の推進及

び市町事業への補助を行っておりますが、国

庫内示減により１億4,530万円余の減額補正

をお願いしております。 

 次に、55ページをお願いします。 

 上段の水産流通基盤整備事業費ですが、同

じく国庫内示減により１億70万円の減額補正

をお願いしております。 

 最下段をごらんください。漁港漁場整備課

といたしましては、通常分としまして総額で

２億9,950万円余の減額補正をお願いしてお

ります。 

 次に、国の経済対策に係る補正予算につい

て御説明いたします。 

 別冊資料の20ページをお願いいたします。 

 まず、上段の漁村再生整備事業費につきま

して、１億8,700万円の増額補正をお願いし

ております。 

 説明欄をごらんください。 

 １の農山漁村地域整備交付金事業の県管理

漁港につきましては8,700万円の増額補正を

お願いしております。 

 また、２の市町村漁港につきましては、漁

村再生を図るために市町が施行する事業へ補

助を行うものでございますが、１億円の増額

補正をお願いしております。 

 次に、下段の水産生産基盤整備事業費では

１億9,800万円の増額補正をお願いしており

ます。これは玉名市の玉名漁港を含む７漁港

で、市町が施行する既存施設の機能保全推進

のための事業へ補助を行うものでございま

す。 

 最下段をごらんください。 

 漁港漁場整備課といたしまして、経済対策

に係る補正予算としまして、総額で３億8,50

0万円の増額補正をお願いしております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 本当、素朴な質問です。通

常分で見れば、補正額というのが出てきま

す。この補正額の中で三角ばかりですけれど

も、事業費確定に伴う減だとか、受託費内示

減だと、国庫内示減だとか、これは基本的に

通常予算をつくる場合に、この減額分は計算

した上ですっとかな、予算つくるとですか

ね。 

 というのが全部三角なんです。ここの理屈

を、済みませんね、素朴な質問で、そこをま

ず教えていただきますか。 

 

○田中農林水産政策課長 当初予算の設定の

ときにはいろいろ事業要望をとりまして、そ

れぞれの事業課が積んで、当初予算の要求を

しているところでございます。 

 

○井手順雄委員 だけんたい――あっじゃだ

め。説明して。 
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○濱田政策審議監 総体的な話ですので、私

の方からちょっと御説明させていただきま

す。 

 井手委員から今御指摘いただいた点はごも

っともな話でございます。この117億、この

レベルの減額というのは、ここ３年間の共通

した状況でございまして、10年前、20年前に

比べると非常に多くなっております。 

 この原因の一つには、やはり国の予算の組

み方、これは一つあると思います。地方の予

算というのは、当初予算では、１年間の需要

額をきっちり見込んで当初予算を立てます。

ところが、国の予算というのは、今の状況、

苦しい状況の中で、当初予算はきれいな形に

するけれども、そのちょっと前の補正予算で

余った税とかを使いながらどんと打つとい

う、当初予算を痩せらせるために補正を打つ

という、そういった仕組みになってございま

す。 

 そうしますと、国と地方の当初予算がずれ

てしまいます。非常に地方はしっかり組んで

いるんですが、国の当初予算のお金をもらう

ときにすかすかというふうな状況もありまし

て、それで今回の資料を見ていただきます

と、国の内示減というのが大きな要素として

入ってくる、ここ３年間の傾向だと私は分析

をしてます。 

 

○井手順雄委員 というのはなぜかという

と、今度はこっちの補正分がありますです

ね。結局82億も補正つけていただいて、この

分とこの分と、通常予算の中にこの分が入っ

とるわけですよ。そうするとまた今度は、来

年になれば補正予算からまた内示減というふ

うなことで、基本的に82億予算がついたんだ

けれども、実質的にはこれよか大分基本的に

は事業費としては尐なくなるという見込みで

よかっですか。今の説明でいけばそぎゃんで

すたいね。 

 

○濱田政策審議監 そのとおりの不安を持っ

ています。ですからこれは、毎年毎年、最近

は当初予算をきっちり組んでくれということ

を国への要望の際にも申し上げております

し、そういったことがないように我々は頑張

っているところでございます。 

 

○井手順雄委員 せっかくこうやって経済対

策で打っていただけるという状況のある中

で、こうして内示減で三角出して、100億も

返してまた82億もらう。意味がないと思うと

たいな。やっぱりそこ辺は明確に、さっきお

っしゃるように、国ともうちょっと協議した

中で、三角がゼロにおさまるようなところの

真水の予算をいただく、こういう形で今後努

力してほしいというふうに思います。 

 それと、水産関係が――いいですか、引き

続き１点か２点。 

 

○渕上陽一委員長 はい、どうぞ。 

 

○井手順雄委員 50ページ、水産振興課にお

聞きしますけども、クマモト・オイスター、

これは一生懸命、今されて、熊本県のブラン

ドとして確立しようというようなところで頑

張っておられますけれども、実際３年ぐらい

になるけども、全然世間に流通していないと

いうのが現状でありますが、カキの現状と今

後の見通し、これを教えてください。 

 

○平山水産振興課長 非常に厳しい御指摘が

あったと思います。もう３年になるかと思い

ますけれども、市場の御期待に十分応えるこ

とができていない状況でございます。 

 今年度につきましても、やはりクマモト・

オイスターの特性というところもあろうかと

思いますけれども、夏場に成熟をして産卵・

放精をやった後に死んでいくという状況が今

年度もございました。 
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 これが３カ年続いたものですから、もちろ

ん夏を越して養殖するという従来の養殖の手

法もとりながら、あわせて新しい取り組みと

して、夏は海に置かないといった取り組みで

今の難局に対処していこうということで、今

年度につきましては、去年の11月に水産研究

センターで持っておりました26万個程度のス

トックを再配布いたしまして、現在16業者の

方が養殖を推進しているところでございま

す。 

 何分遅く配布したものですから、オイスタ

ーがまだ十分な成長をしておりません。３月

下旬からの出荷に向けて現在養殖を推進して

いると。秋に配布したものが今順調に成長し

ておりますので、これが出荷の適切なサイズ

に到達し次第市場に供給するということで、

これまでの最大の出荷個数が1.8万個でござ

いました。これを超えるということを最低の

目標として、さらに上積みできるような市場

供給を目指して今養殖を進めているところで

ございます。 

 27年度につきましては、これまでの反省も

踏まえて、養殖のやり方を２通り試験をする

という計画を現在組んでいるところでござい

ます。それは、水温の高い夏が過ぎてから配

布して、短い期間で仕立てるやり方、それと

夏成熟しないように小さいサイズ、より小さ

いサイズで春先に配布して、夏の成熟をしな

い養殖をやって次の年に出荷するという、こ

れが長期の、従来のやり方になりますけれど

も、この２通りのやり方で現在うまくいかな

い部分を何とかクリアーして、より多くのク

マモト・オイスターを市場に供給するために

努力をしてまいります。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員 これに関しては３年前から

予算化して多くの事業費が支出されている。

その中で３年間たってもなかなか成果が出て

こない。この辺で１回総括をして、やっぱり

クマモト・オイスターというのは、熊本の海

産物としては、目玉として今後やっていかな

くてはいけないわけですから。しかしながら

費用対効果も考えるというのもあわせてやっ

ていかぬと、どんどんどんどん投資して結局

だめだったとなれば、またそういった問題も

出てきましょうし、その辺はちゃんとやって

いただきながら流通させていただきたいと要

望しておきます。 

 もう１点済みません、54ページ。漁港漁場

整備課にお聞きしますけども、中段の水産基

盤ストックマネジメント事業費、これはどう

いう事業で、どういったところで減になった

というような状況にありますか、お聞かせく

ださい。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 この事業は、いわゆる既存施設の老朽化等

に伴いまして維持補修の必要性が生じてきて

おります。県内漁港も築後数十年たって老朽

化が進んできている中で、既存施設をいかに

延命化させるか、そうした維持補修を目的に

取り組んでいる事業でございまして、今回も

国庫内示減で5,400万円減額になっておりま

す。 

 この内容は、県管理漁港８港の計画をやる

ことにしてまして、市町管理漁港では８市町

の17港をことし26年度はやっているわけなん

ですが、主な減の要因としましては、先ほど

言いましたように国庫内示減という状況でご

ざいます。 

 

○井手順雄委員 基本的に県管理の漁港、市

町村漁港があります。本当、漁港というのは

全ての漁協が保守修繕をしなくちゃいけない

のがたくさんあるんです。こうやって減で5,

000万円も出てくるというのはもったいな

い。 

 やっぱりこれば全部使い切るような格好で
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いって、なおかつ予算を要求していくという

態勢でいっていただかぬと、船も泊められな

い、桟橋あたりは老朽化してとか、そういう

漁港ばかりなんです。こういったところは、

ちゃんと県が市町村とお話をして、内示減じ

ゃないんですよ。100％使い切るという格好

で市町村と相談をしながら事業を推めてい

く、こういうことが大事だろうというふうに

思いますので、よろしくお願いします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

すが、先ほど総括の話の中にもありましたよ

うに、前年度に補正をとったがために国のほ

うが当初予算を抑えたというのもあるもんで

すから、先ほどの話と同じように、国のほう

にはまたその辺は強く訴えていきたいと思い

ます。 

 

○井手順雄委員 よろしくお願いします。以

上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

○村上寅美委員 中山間の担当からちょっと

聞きたいけど、恐らく来年度からまた制度が

変わるというか、用途が変わるような状況を

国のほうからはちょっと聞いたけど、その辺

の状況と、それから熊本県としては、中山間

に対して現時点と今後の状況あたり、要望等

も含めて、その辺のところをちょっと聞きた

いんだけど。一つは基準づくりね。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 今、村上委員おっしゃいましたのが、中山

間地域等直接支払制度というのがございま

す。これは来年度からは日本型直接支払制度

の一つとしまして、法律に基づく制度に切り

かわるということになっております。 

 制度の中身自体はこれまでとほぼ変わりま

せんけれども、一つ、来年度からは超急傾斜

の農地に対して加算措置、10アール当たりの

6,000円が新たに追加されるということにな

ります。 

 県のこれまでの取り組みとしましては、面

積として約３万3,000ヘクタール程度の取り

組みを上げております。これは全国第２位の

取り組みの面積を維持しております。基本的

には、この全国２位の取り組み面積を今後も

維持していきたいというのが基本的な考え方

でございまして…… 

 

○村上寅美委員 国の制度に変わるという

が、今は国の制度じゃないの。 

 

○潮崎むらづくり課長 基本的には国の制度

でございます。これに国が２分の１負担して

いまして、県が４分の１、市町村が４分の１

負担するという制度で、これからも、今後も

続いていきます。 

 

○村上寅美委員 それで、熊本県の場合に、

特に熊本市あたりは知事特認というような形

で、これまでは特別に国のほうが認めてきて

くれているというふうな私は理解をしている

けど、今後の問題は――まあレギュラーとい

うか、そういう国の制度によって、特認でな

くて制度がそれにはまってしまうというよう

な方向性でいくの。今後は。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課です。 

 現在、熊本市周辺は知事特認という扱いで

ございます。このことにつきましては法律に

基づきますけれども、この知事特認はそのま

ま変わらずに、今後も知事特認という制度で

対応していくということになります。 

 これにつきましては県の第三者委員会にも

かけまして、再度県の特認のリセットといい

ますか見直しをしまして、知事特認を積極的

に活用して、取り組みの面積拡大というのを
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進めていきたいと思っています。 

 

○村上寅美委員 それと、関連だけど、急傾

斜とか集落とか、そういった基準があるでし

ょう、採用基準が。その辺をちょっと明確に

……。 

 

○潮崎むらづくり課長 基準につきまして

は、まず傾斜の基準としまして、急傾斜につ

きましては、20分の１以上ということで、20

メーター行って１メーター上がるというよう

なのが水田の基準でございまして、畑につき

ましては15度以上というのが急傾斜地でござ

います。 

 それから緩傾斜地の基準が、水田で100分

の１、畑で８度以上というのがございます。 

 それから地域の基準につきましては、基本

的に山村振興法であるとか、過疎振興法であ

るとか、特定農山村法であるとか、そういう

地域振興の法律に指定されている地域という

のが基本でございまして、そこに当てはまら

ない中山間地的な部分を知事の特認地域とし

て指定をするという仕組みで進めておりま

す。 

 

○村上寅美委員 そうすると、今あんたが幾

つか基準を言ったけど、基準に満たないとこ

ろを中山間で持っていこうとする、中山間も

さっき言った基準があるというところで該当

しないというか、とにかく該当させてほしい

というのが俺の要望たいね。 

 中山間だから疲弊しとるけんね。だけんそ

の辺のところは、国・県が手厚く農村・農業

を充実していこうという姿勢があるならば、

15度とか20度とかという基準に引っかからぬ

ところも出てくっと思うとたい。だけん、そ

の辺のところを目いっぱい、せっかくの制度

だから、そういうところが救われるような―

―というのは、中山間というのは非常に使い

やすいということで好評なんだよな、使って

いるところは――一方で好評だけど、引っか

からぬところが出てくるということがちょっ

と矛盾を感じるから、その辺はぜひひとつ国

のほうとも、拡大解釈でいけるような形でや

ってもらいたいなということが私の希望で

す。答えは要らない。もう要望で。 

 それからもう１点。田崎の市場がありま

す。周辺に大型店がばっと来とる。大型店が

わっと来とる。だから消費者は非常に喜んで

いるようだけど、問屋あたりは困ってしまっ

ているという現状があります。それから生産

者もその類いがある、産直とか国も県も推進

しとるから。 

 それで、４つの荷受けがあります。大同、

西九州、これは青果。それから大海と中央

市、これが水産。４つの荷受けで民活民営で

これは成り立ってきているわけね、50年前来

てですね。だから国・県・市町村も一銭の補

助もないわけですよ、日本で初めての民活民

営で大成功した例です。これまでは――大成

功した例だけど、この荷受けの中で、青果は

野菜とか急激に相場のアップ・ダウンも強い

けど、青果のほうは何とか荷受けも維持して

きているけど、水産のほうは売り上げが２分

の１に落ちている、荷受け自体が。そういう

現状です。 

 それは、やっぱり鹿児島とか天草とか、産

直制度も推進しよるのもあるだろうし、それ

から競争原理で福岡から入ってきているのも

あります。いろいろある。その中で、市場流

通の問題に対して、今度はこれから再開発を

するのか、あるいは移転するのか、いろいろ

勉強会をスタートしたんですよ、勉強会を。

勉強会をスタートした中で、やっぱり国・県

あるいは市町村、市がこれまでは中央市場を

つくってくれないから、50年前民間民活でや

ってきて――したわけだ。 

 ところが、今拠点市場づくりというのも何

年かやっているわね。何年からスタートした

の。３年か４年前か。そんな……。 
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○西山流通企画課長 今９次計画が動いてお

りまして、卸売市場の９次計画ということ

で。これが来年度までという形になっており

ます。 

 

○村上寅美委員 それで、それも拠点市場づ

くりでずっと９次まで来ているわけでしょ

う。そうすると、それは中央市場の拠点市場

だもんね、国の制度は。そうすると、田崎市

場なんかは50年前合理化をして、一元化した

形で田崎の市場が誕生しているわけ。だから

今国がやろうとしているのは50年前、民間

で、先人たちが偉かったというか、判断力と

努力があったわけだね。だから、一元化して

きているけど、これは民活だから、民営だか

ら、拠点市場という制度が該当しない、現

在。 

 だからこれは課長も一緒だけど、本庁まで

も行ったけど。だから連合体をつくれば、４

社以上つくれば、外はなんだけど、冷蔵庫と

か中の問題はそういう制度をつくればという

ような話だったわな。だからもうちょっと―

―50年前８社あったんですよ、水産だけでも

新町に。８社あったのが一つになろうとして

大きなマルハ、ニッスイというのが当時は二

大のあれだったからね、荷受け業務の。だか

ら２つでおりてきて、今２つの状況が現在も

あるわけ。６社が合併して２社になっている

わけですね。そういうこともやっているか

ら、合併せいと言ったってしてきとるわけだ

ね。 

 だから、その辺の矛盾を国に対して行政か

ら、そして産直型とかいろいろやっているか

ら、市場流通もたしか時代もそうだろうと思

うから、そういう問題が１点ある。 

 と同時に、私は何かというと、荷受けであ

ろうと産直であろうと構わないけど、私は生

産者なんですよ、農林漁業の。生産者がどう

して潤うかということが、県だって議会だっ

て、最終的には生産者が豊かにならないと意

味がないと思うんです。 

 だから、今アベノミクスでＴＰＰなんかも

やっているし、それから農業改革を大々でや

っているけど、やっぱり生産者という言葉使

っているけど、本当に生産者に移行するよう

な、生産者が豊かになるような政策で、食料

自給率あたりも50％ということは今じゃ絵に

描いた餅じゃない、10年たっても。これじゃ

困るわけよ。そんな状態の中で10年たっても

38か40か全然伸びていない。国が決めたこと

が全然伸びていない。それなのにＴＰＰに走

ろうとしている。農業は大変なことになりま

すよ、農林漁業は、１次産業は。 

 大体その辺のところは地方から、特に地方

ですから。東京なんて６大都市は消費地です

から。特に九州と北海道、これが食料自給率

の原点ですから。しかも、北海道、茨城、千

葉、その次はどこか、４番目ぐらいには鹿児

島、熊本が入っているじゃない、農業粗生産

の産出額は。そんな熊本県であるという位置

づけはしっかり知事部局も持っておると思う

けど、現実の現場を、現実を捉えるような生

産者移行ということを、もうちょっとしっか

りしたことを――井手君のもそうだろうと思

うけど、最終的には１次産業である農林漁業

が豊かにならないと、日本の幸せは来ないと

思うよ。貿易立国で資源がないということは

よくわかっとるけど、その前にやるべきこと

はそこだろうと思うんだ。ここはしっかり担

保してもらいたいというのは前回も言ったか

どうかは知らぬけども、部長、どういう考え

持っているかな。国は今農業改革を思い切っ

てやっとるから、その辺……。 

 

○梅本農林水産部長 市場の問題というの

は、農業の生産そのものにかなり大きな存在

を持っております。そういう意味で、御指摘

の点は２つの視点が必要で、１つは、設備の

老朽化に伴うものをどうするといいかという
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ことと、それから機能面で、やはり今市場の

持っている機能というのを今後どのように生

かしていくか、最大限生かしていく方向、こ

の２つのハード・ソフトの両面からきちっと

見据えて議論すべきだと思っております。 

 委員御指摘のように、民設民営で今まで来

ましたので、今まではそのメリットというの

もありました。しかし、老朽化したりいろい

ろ制度的な問題も出てきているということ

で、全国の中でもそれほどありませんので、

熊本固有の問題として、もう尐し声を大きく

して国にも働きかけなくちゃいけませんし、

地元でもきちっとした議論を２つの面からし

ていく必要があるんだろうと思っておりま

す。 

 

○村上寅美委員 だから、熊本固有の問題と

いうのは、有明海もそうなんです、内海の。

ああいうところは日本にないから、だから潮

目がほとんど三角を中心にしか流れぬわけだ

から。それは市場のことを今部長は言ったけ

ど、私は生産者が豊かになるなら、産直でも

なんでもいいんですよ、それが合理化なら。

そういう面で今大型店だけが生き残っている

わけです。そうでしょう。 

 だから中心市街化とか、まちづくり３法と

か、18年にはうろたえてつくったような状態

だから。やっぱり直販システムでも生産者が

――今道の駅とか海の駅とかというのもある

けど、これはこれなりに大成功している。一

番成功している福岡の宗像も、これも見に行

ってきたけど、これなんか日本一というけど

すごいですよ、システムも全然違う。 

 だから、農林水産の生産者の産直というふ

うな形も、この中でさっきも言ったけど、不

用額が出るようなことであれば、そういう応

援というか流通体制の確立も――私は田崎の

市場だけを言うてるんじゃないのですよ。こ

れは全国的に言えることだけど、生産者が潤

うような形の産直のほうを力点に、もうちょ

っと持つべきじゃないかということを、せっ

かくこうしていろんな対策で補正が出てきて

いるんだから、そういうのも使えるようにし

てもらいたい、商工だけじゃなくて生産団体

としての産直基準のあたりも、ぜひひとつ各

課で検討してもらいたいと思っていますけど

も、答えがなければ要望でいいです。 

 

○渕上陽一委員長 その他もありますので、

また後で……。 

 

○西山流通企画課長 流通の直売関係につき

ましても、これは地産地消協力店だとか、そ

ういう形で、キャンペーンとか、そういうこ

とのソフト的なことは今まで十分やってきた

つもりでございますので、さらに施設面の更

新だとか、そういうことに対しても検討して

いかにゃいかぬとじゃないかなというふうに

思っております。 

 

○村上寅美委員 最後。農商工連携なんか言

葉で言っているけど、現実熊本で幾つできと

るかというと、実態はできていないじゃない

か。だから本気で、君のところだけじゃなく

て、生産関係の課長も２、３人いるだろう。

今日説明もあったように。だから不用額が出

るようであれば、ぜひそういうところにも目

を向けてもらいたいと言っているとです。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 全て関連をしますが、本当

に農業は非常に大事なことですが、この補正

も、先ほど井手委員も質問されていたんです

が、例えば16ページの担い手・企業参入支援

課が担当ですけども、青年就農給付金事業

で、これなんか５億補正でマイナスというこ

とになって、これは事業費確定に伴う減とい

うことなんですけども、私は青年が就農でき

るような状況、そういう希望ある農業にする

というのは非常に大事なことと思うんです
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が、この形になった補正というのは、もちろ

ん事業費の確定ということでいけばそれまで

ですが、中身についてもう尐し詳しく説明い

ただければ助かりますが。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 青年就農給付金につきましては、就農に際

して収入が不安定な準備期間の２年間、それ

から就農直後の５年間、大体年間150万円を

給付する事業でございます。これにつきまし

ては、市町村と連携して一緒にやっておりま

す。 

 今回、５億円という大きな額の減額をお願

いしておりますけども、理由といたしまして

は、研修やそれから農業経営の開始時期によ

りまして、対象期間が１年間ということで15

0万を積み上げているわけですけれども、75

万になった方もおられること。それから、市

町村と一緒になって見込みを積み上げます。

その中で受給者数が当初の見込みを下回った

ということで、今回５億円を減額補正させて

いただきたいと思っております。 

 

○岩中伸司委員 当初の見込みというのは、

青年就農を何名ぐらい見込んであったんです

かね。資料に書いていない……。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 積算時に

おきましては約1,200名とカウントいたして

おりました。現時点での見込みとしましては

840名ほどということで、見込みを修正させ

ていただいております。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、1,200名を見

込んどったのがそれに達せぬだったというふ

うなことが、積み上げて計算すればかなりの

金額になってくるということですね。 

 これはやっぱし若者の農業に対する魅力と

いうか、この辺が根本的なところにはあるん

じゃないですかね。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 この積算自体が、この２年間連続して300

名を超えているというふうに、新規就農者が

大きくふえているということを前提にやって

おります。ただ、市町村と分担してやってい

る中で、結局毎年どれだけふえていくかとい

うことで、これが初年度５年間さかのぼって

やった経過がございまして、そういう中で前

年度並みにふえるだろうということで積み上

げたと。ところが、実際は毎年毎年の方なの

で思ったほど新規の対象者はいなかったとい

うことで、新たに就農されて支給対象者にな

られておれば、まさに支給できるような形

で、申しわけございませんけども、待ち受け

的に広めに予算を積み上げさせていただいた

というところでございます。 

 

○岩中伸司委員 今お答えいただいたんです

が、それは数字的な経過の報告であって、私

は農業に対する――担当が違ってくるかとは

思うんですけども、そこら辺は全体的にもう

尐し魅力ある、いわゆる農業をやっても暮ら

していけないというふうな現状の中では、や

っぱり青年が働いてそこで十分生活ができる

という経済的な裏づけが農業で確保できなけ

れば、この数もふえていかないというふうに

思うんです。その辺をぜひ頑張っていただき

たいなと思うんですけれども、そういう質問

です。 

 

○梅本農林水産部長 今委員の御指摘の点に

ついては、ごもっともな指摘なんですけれど

も、実は説明が、決算との差について見込み

違いのところを中心に説明しておったもん

で、大事なところが抜けているんですけれど

も、この青年就農給付金については、国の制

度の発足以来熊本はものすごく積極的に対応
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しておりまして、発掘とかあるいは掘り起こ

しとか、青年側への働きかけを行っておりま

す。 

 その結果、北海道をしのいで全国トップの

給付人数というのを今確保しておりまして、

これは視察が相次ぐほど熊本型として――例

えば定着すること、一旦給付しても定着しな

いと返さないといけないもんですから、定着

することが大事ですけれども、そのためには

各ＪＡとか、あるいは農業法人とかに研修機

関を熊本独自で認定しておりまして、そこで

きちっと研修して、篤農家をあっせんする、

こういうことをやっております。 

 こういうことをやっているところは全国ど

こにもありません。熊本型と言われたのはそ

のゆえんなんですけれども、こういうことで

全国一の人数を確保するとともに定着させる

という同時の取り組みをやっていることがメ

ーンのところでありまして、その見込み違い

については、御指摘のようにもう尐し精度を

上げる必要があると思っておりますので、そ

こは改善させていただきたいと思っていま

す。 

 

○岩中伸司委員 中身について今部長からお

話があったように、これはこれまでも何回か

報告をいただいていますので、全国ではトッ

プクラスのそういう対応をやっているという

のは、常々報告はいただいているんですが、

いま一歩頑張っていただきたい。 

 これに関連をすると、もう一つ、ちょっと

申しわけないんですが、別冊の分で、補正予

算のやつの同じように３ページに、中山間地

域担い手確保支援事業というのが2,300万程

度あるんですけども、これは具体的に、中山

間地の問題は今議論になっているとおりに、

日本の国土の中では、この中山間地域をどう

生かしていくのかというのが、農業にとって

は最も重要な問題であって、私は国が進めて

いるのは、企業参入を前提として、とにかく

農地の集約、熊本県も頑張ってそれをやられ

ているんですが、それはそれで必要な部分が

あるかと思いますが、もっとそうじゃない、

これまで支えてきたいわゆる兼業農家という

か、そういうところが下支えをずっとしてき

た日本の農業ではないかというふうに思うん

です。 

 ですから、そういった面で、この中山間地

域担い手の支援事業というのは、ここには説

明で、ＪＡ等の農業経営の拡大に伴う新たな

常用雇用に対する助成というか、これですけ

ども、これをもう尐し詳しく説明をいただけ

れば。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 今委員か

ら御指摘をいただきました中山間地域担い手

確保支援事業につきましては、まさに中山間

地域の生産条件が厳しいということを踏まえ

まして、地域で頑張っておられる方、ＪＡの

農業参入を初めとして、ＪＡやそれから地域

営農組織等、地域で人を雇って土地を守って

いこうと言われるところに対して、新たな助

力がなかなか厳しゅうございますので、そこ

に対する人件費を助成しようというものでご

ざいます。 

 

○岩中伸司委員 ということはＪＡなど、今

の課長の答弁のように、地域である意味では

企業をリタイヤした人というか定年した人な

んかのグループで、あちらこちらで今尐しず

つですが地域を守っていこうという形で、そ

れに農業を基点に据えて進められている部分

が今ふえているように思うんです。そういう

やつに具体的に県として支援をするというよ

うなことの理解でいいんですか。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 地域営農

組織というような形で中山間地域も頑張って

おられると思います。そういったところを助

成の対象として考えております。 
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○岩中伸司委員 その助成の対象の細かな点

とか、そういうのは条件というか、これは示

されていると思いますけれども、その資料な

んかは出されているんですね。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 基本的に

まさに雇用というところでございますので、

法人を対象として考えておりますけれども、

あくまでも、まさに頑張っていただくことな

ので、どういう形で選択するかという選択の

条件というのは、今細部を詰めているところ

でございます。 

 

○岩中伸司委員 ぜひいろんな意味で、この

日本の農業を守っていくというか発展させて

いくということをやらないと、ＴＰＰ――ど

んどんこれが全く自由化されたら日本の農業

は破壊されると思うので、そうならないよう

にしっかり頑張って努力をしていただきたい

というふうに思います。 

 よろしくお願いしておきます。 

 

○早川英明委員 １点だけ本田課長のところ

にですが、農地中間管理機構がスタートしま

して、本県は他県に比べても全国トップレベ

ルであるというふうなお話を聞いております

けれども、大体本年度は、今までの実績とし

てはどのくらいの面積がなされたのか、県と

しての目標のどのくらいまで今到達をしてい

るのかというのを、単純にお聞かせ願いたい

と思います。 

 

○本田農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 農地の集積につきましては、最終的に統計

をとるのが年に１回だもんですから、正確に

は来年の５月～６月ぐらいにならないと、ま

とまりませんが、現在感触としては昨年、25

年は目標の2,100を超えて2,170幾つという数

字でやっておりまして、今年度につきまして

も目標にしております2,100ヘクタールにつ

いては、かなりの感覚的な話で申しわけない

んですが、ある程度の手応えは感じていると

ころでございます。 

 それといいますのが、県内に幾つかの大き

な法人等もできまして、100ヘクタールを超

えるような取り組みというのが数カ所できて

おりますので、その辺については正確な数字

は持ち合わせませんが、感覚としてはある程

度の手応えを感じているというところで、目

標の2,100について何とか持っていこうとい

うふうに頑張っているところでございます。 

 

○早川英明委員 それを行うに当たって、実

績ほぼ貫徹されるということでありますけれ

ども、行うに当たって問題点は１、２はある

というふうに思いますけども、どういうとこ

ろがこれを修正するに当たっての問題点でし

ょうか。 

 

○本田農地・農業振興課長 特に、ことしか

ら中間管理機構ということで新しい仕組みが

入っておりますが、まだまだ農家の方によく

知られているという状況には至っていないと

いう点が１点大きな課題がありますし、制度

の詳細についての正しい理解が広がっていな

いというところ。それとやはりどうしても農

地を借りる希望の方は4,000ヘクタールぐら

いということで、かなり借りたいという方が

出ているんですが、農地を出す方ですね、出

し手の確保というのがなかなか難しいところ

でございます。 

 出し手がなかなか出ないというところは幾

つかの課題がありますけれども、やはり手続

が３カ月～４カ月かかるという、ちょっと面

倒くさいといいますか、そういうことですと

か、あるいは農地についての登記の全部事項

証明書を出さぬといかぬとか、そういう手続

面の煩雑さというのがございます。 
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 それと、これまでは貸したい相手に貸せる

ということだったんですけども、中間管理機

構とかになりますとやっぱり面的集積を重要

視しますので、貸したい人には素直には貸せ

ないといいますか、ある程度合理性があって

面的に集まるような案件でないと貸せないと

か、あと例えば米で払う部分はお金でしか、

金納でしか小作料は払えないとか、ちょっと

こういった幾つかの隘路といいますか、課題

がありまして、まだまだ利用が尐し伸び悩ん

でいるというところはございます。 

 

○早川英明委員 今お聞きしましたけども、

やっぱりそれをスムーズになるだけ移行する

ような形で今後検討していただきたいなと、

このように思っています。 

 以上です。 

 

○本田農地・農業振興課長 農地・農業振興

課です。 

 今申しました課題につきましては、県で対

応できる部分と国に要望する部分とございま

すけども、県である程度改善できる部分につ

いては、事業規定等の見直し等を通じなが

ら、農家の方に使っていただきやすい制度に

なるように、改善に努めていきたいと思って

おります。 

 

○早川英明委員 よろしくお願いしておきま

す。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○浦田祐三子委員 園芸課、これは別冊のほ

うの10ページ、新規事業なんですけれども、

シニア能力活用型園芸産品づくり支援事業で

すが、これは果樹だけに特化しているもので

すか。 

 

○古場園芸課長 果樹とそれから軽量の野菜

とか、そういうものも含んで考えておりま

す。あと花ですね。 

 

○浦田祐三子委員 軽量の野菜というのは葉

物……。 

 

○古場園芸課長 葉物もございますし、シシ

トウとかいろんな小物の野菜ですね、余り重

くない野菜、こういうものでございます。 

 

○浦田祐三子委員 わかりました。そうです

よね、果樹だったら結構重いから大変かなと

思っていましたけど、わかりました。済みま

せん、もう一個。 

 漁港漁場整備課。漁港の――また別冊の20

ページ。この水産生産基盤整備事業費に、玉

名漁港を含む７漁港ということで、詳細ちょ

っとお聞かせいただけますか。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

すが、主に玉名市が主体になりますけども、

しゅんせつの必要のある玉名関係の漁港は５

漁港ありますけども、そのうちしゅんせつを

急いでやる必要がある滑石漁港についてのし

ゅんせつ費用等が含まれております。 

 

○浦田祐三子委員 滑石だけですかね。滑石

だけ。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 今回玉名の分は滑石だけということで、市

町村の計画としては成っております。 

 

○浦田祐三子委員 わかりました。ありがと

うございます。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。なければ、以上で質疑を終了します。 
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 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第８号、第９号、第15号、第20

号、第23号から第25号まで及び第97号につい

て、一括して採決したいと思いますが、異議

ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外８件について、原案のとおり

可決、承認することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、よって

第１号外８件は、原案のとおり可決、承認す

ることに決定いたします。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、担当課長から報告をお願いしま

す。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会報告資料「地域住民生

活等緊急支援のための交付金について」をご

らんください。 

 １ページをお願いいたします。 

 この交付金につきましては、地域経済の好

循環を拡大するため、国の経済対策として措

置されたものでございます。 

 目的のところにありますとおり、地域にお

ける消費喚起策や生活支援策に対して支援す

るものであり、全国で2,500億円のうち本県

への配分額は20億3,900万円となっておりま

す。 

 対象事業として、実施計画に定めた事業で

あり、消費喚起に直接効果のある事業に的を

絞る観点から、主に個人に対する直接的な給

付を対象としています。 

 下段のほうに、国から示されたメニュー例

を記載しております。消費喚起策として①プ

レミアム付商品券、②ふるさと名物商品券・

旅行券などが対象とされております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ここに個別の事業概要を記載しておりま

す。商工観光労働部及び農林水産部において

消費喚起策を、健康福祉部において生活支援

をそれぞれ実施いたしますが、これらの予算

につきましては、ニーズに応じて柔軟かつ効

率的に執行できるよう企画課において一括計

上をいたしております。 

 農林水産部関連では、下段の太枠で囲んで

おります事業番号⑤から⑦の３つの事業を実

施することとしております。 

 内容につきましては、⑤くまもとグリーン

農業・地産地消推進に係るクーポン券発行事

業につきましては、くまもとグリーン農業に

よって生産された商品等の農林水産物振興を

目的としまして、クーポン券を発行するもの

でございます。 

 ⑥の阿蘇地域世界農業遺産応援商品券発行

事業につきましては、世界農業遺産の認知度

向上及び阿蘇山の降灰に対する応援を目的と

しまして、商品券を発行するものでございま

す。 

 ⑦の熊本県産畳表プレミアム付商品券発行

事業につきましては、県産畳表の消費拡大を

目的として、商品券を発行するものでござい

ます。 

 この３つの事業を通しまして、消費者に対

して農林水産物の消費喚起に努めてまいりま

す。 

 報告は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。質疑は

ありませんか。 
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○井手順雄委員 ⑤番ですたいな。⑤番のく

まもとグリーン農業。これは実際どがんして

配っとですか。 

 

○西山流通企画課長 流通企画課でございま

す。 

 クーポン券という形にしておりますけれど

も、商品券ということではなくて、先に配布

を広くしたいと思います。金券にかわるよう

な割引券というような形でやりたいというこ

とで、なるべく広い方々に利用していただく

と。 

 商品券でしたら先に購入していただく形に

なりますけれども、そういう形では一部の者

が買うとか、そういう形にもなっていきます

ので、広く一定条件、例えば新聞のチラシだ

とか、そういうところで入れていって、そし

て期間を区切って直売所で使っていただくと

いうような形を今考えております。 

 

○井手順雄委員 チラシといっても、新聞取

っとらぬところは来ぬではないですか。公平

性というのが一番大事だろうと思うとです

よ。この金額じゃあ全ての県民にたい。公平

的に行き渡るもんじゃなかろうと思うとた

い。そこ辺の整合性はどぎゃんとんなはっと

ですか。 

 

○西山流通企画課長 今考えていますのは、

新聞が一番広くやれるんだろうと思っており

ますけれども、そのほかに参加する物産館等

で据えつけをして配布をするというふうな形

も考えております。そういうことを事前に通

知を――通知というか、そういう形を、方法

をしていきたいというふうにも考えておりま

す。 

 

○井手順雄委員 どっちしたっちゃ、今言う

たごて、やっぱり公平性を期するものの配布

の仕方等々に十分配慮しながら皆さんに周知

した中で、こういった生活支援事業あります

よというとをお知らせしながらこういった事

業はしていかぬと、特定の人というか、こう

いった業界団体の関係者が全部押さえてしま

うとか、そげんなりがちになると思うんで

す。そういうことがないように、それは公平

性を期してやっていただくようにお願いしま

す。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 いいですか。以前の地域振

興券というのは、その性格はそういう感じで

すが……。 

 今のに関連しますが、この③とか④は低所

得者等向けということで書いてありますが、

この低所得者というのはどういう位置づけに

なっているのか、考え方は。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 国から今回は消費喚起ということで例が示

されておりますけれど、③、④あたりは主に

市町村のほうでそこの対象を決めて事業を組

み立てるというところになっています。した

がいまして、低所得者の考え方についても、

市町村あたりの判断が入ってくるかと思いま

す。 

 

○岩中伸司委員 これは市町村でその基準を

決めていくということでいけば、県内、熊本

市と例えば荒尾市なんかとは全然違う場合も

当然出てくるということで、地域をどう起こ

していくのかという観点でその自治体が考え

ていくということになるですね。 

 

○田中農林水産政策課長 これは国の交付金

ですので、確かに市町村が最終的に判断しま

すけど、先ほどのプレミアムの率とかも含め

まして、ある程度大まかな基準等をつくりま

して、国のほうと協議しながら決めていくと
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いうことになっていると思います。 

 

○渕上陽一委員長 よろしいですか。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたします。 

 最後に、要望書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして、第９回農林

水産常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時０分閉会 
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